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ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
        

北
檜
山
職
業
相
談
室
で

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

雇
用
保
険
受
給
手
続
か
ら
認

定
・
給
付
ま
で
、
ご
本
人
の
申
し

出
に
よ
り
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

で
受
付
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
・
北
檜

山
職
業
相
談
室
へ
の　

月
の
職

１２

員
派
遣
日
は
次
の
と
お
り
で

す
。
大
成
区
の
方
の
管
轄
は
江

差
出
張
所
で
す
。

●
派
遣
日
時

・　

月　

日
昌
午
後
１
時
〜
５
時

１２

２４

・　

月　

日
昭
午
前
9
時
〜
正
午

１２

２５

※　

月　

日
は
、
混
雑
が
予
想
さ
れ

１２

２４

ま
す
。
可
能
な
限
り　

日
に
手
続
き

２５

さ
れ
ま
す
よ
う
ご
協
力
願
い
ま
す
。

問
合
せ　

北
檜
山
職
業
相
談
室

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
7
2
4

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

　

殺
0
1
3
7
・
6
2
・
2
5
0
9

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差

　

殺
0
1
3
9
・
5
2
・
0
1
7
8

ご
利
用
く
だ
さ
い　
  　
         

精
神
保
健
相
談
（
心
の
健
康

相
談
）
の
実
施
に
つ
い
て

　

八
雲
保
健
所
で
は
、
心
理
的

負
担
の
軽
減
（
解
消
）
と
精
神
疾

患
の
予
防
を
図
る
た
め
精
神
障

が
い
者
や
家
族
を
含
む
一
般
住

民
の
精
神
保
健
及
び
同
障
が
い

者
福
祉
に
関
す
る
相
談
を
実
施

し
ま
す
。
相
談
は
、
事
前
予
約

制
で
す
。

●
日
時
／　

月　

日
昭

１２

１１

　

午
後
１
時　

分
〜
３
時

３０

●
場
所
／
八
雲
保
健
所

●
相
談
員
／
精
神
科
医
師
又
は

心
理
相
談
員

問
合
せ　

八
雲
保
健
所
健
康
推
進
課

　

殺
0
1
3
7
・
6
3
・
2
1
6
8

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
         

函
館
裁
判
所
出
張
手
続

案
内
の
開
催
に
つ
い
て

　

函
館
裁
判
所
か
ら
職
員
が
出

張
し
住
民
の
皆
様
を
対
象
と
し

た
出
張
手
続
案
内
を
行
い
ま

す
。（
予
約
制
）

●
場
所
／
瀬
棚
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
や
す
ら
ぎ
館

●
日
時
／　

月　

日
昌

１２

１７

　

午
後
１
時
〜
４
時

●
予
約
方
法
／　

月　

日
ま
で

１２

１０

に
函
館
地
方
裁
判
所
事
務
局
総

務
課
長
ま
で
電
話
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

函
館
地
方
裁
判
所

　

殺
0
1
3
8
・
3
8
・
2
3
7
2

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
         

女
性
の
健
康
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

　

平
成　

年　

月
１
日
、
全
て

２０

１２

の
道
立
保
健
所
に
開
設
し
ま

す
。
女
性
の
健
康
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
で
は
、
妊
娠
、
出
産
、
子

育
て
の
悩
み
、
不
妊
に
悩
む
夫

婦
や
思
春
期
の
性
感
染
症
、
更

年
期
の
健
康
上
の
悩
み
な
ど
、

女
性
の
健
康
上
の
相
談
に
つ
い

て
、
保
健
師
が
応
じ
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
女
性
の
健
康
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

／
八
雲
保
健
所 
主
査
（
子
育
て

支
援
・
相
談
）

　

殺
0
1
3
7
・
6
3
・
2
1
6
8

●
女
性
の
健
康
相
談
の
日
（
面

接
相
談
）
※
要
予
約

・
場
所
／
八
雲
保
健
所
相
談
室

・
日
時
／
毎
月
第
３
水
曜
日　

　

午
後
１
時
〜
３
時
ま
で

問
合
せ　

八
雲
保
健
所

　

主
査
（
子
育
て
支
援
・
相
談
）

　

殺
0
1
3
7
・
6
3
・
2
1
6
8

　

月　

日
〜　

日
ま
で
は　
    

１２

１０

１６

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題

啓
発
週
間
で
す

　

我
が
国
の
緊
急
の
国
民
的
課

題
で
あ
る
拉
致
問
題
の
解
決
を

は
じ
め
と
す
る
北
朝
鮮
当
局
に

よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処

が
国
際
社
会
を
挙
げ
て
取
り
組

む
べ
き
課
題
と
さ
れ
る
中
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
と
意

識
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。　

問
合
せ　

せ
た
な
警
察
署

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
6
1
1
0

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ　
　
   

雇
用
相
談
窓
口
を
開
設

し
ま
す

　

渡
島
檜
山
北
部
通
年
雇
用
促

進
支
援
協
議
会
で
は
、 

季
節
労

働
者
の
通
年
雇
用
を
促
進
す
る

た
め
、「
雇
用
相
談
窓
口
」
を
開

設
い
た
し
ま
す
。

●
日
時
／　

月　

日
（
水
） 　

１２

２４

　

午
前　

時
〜
午
後
３
時
ま
で

１０

●
場
所
／
せ
た
な
町
役
場
産
業

振
興
課　

問
合
せ　

渡
島
檜
山
北
部
通
年
雇

用
促
進
支
援
協
議
会               

　

殺
０
１
３
７
・
６
４
・
３
３
５
５

・
役
場
産
業
振
興
課

　

殺
０
１
３
７
・
８
４
・
５
１
１
１

　

月
４
日
〜　

日
ま
で
は        

１２

１０

「
第　

回
人
権
週
間
」

６０
特
設
人
権
困
り
ご
と　

心
配
ご
と
相
談
所
開
設

　

児
童
・
生
徒
の
い
じ
め
、
体

罰
、
家
庭
内
の
い
ざ
こ
ざ
、
借

地
借
家
、
不
動
産
、
登
記
、
筆

界
特
定
、
相
隣
関
係
等
、
身
近

な
人
権
・
法
律
問
題
等
心
配
ご

と
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ど
な
た
で
も

ご
自
由
に
相
談
で
き
ま
す
。

（
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
）

●
日
時
・
場
所

・　

月
３
日
昌
午
後
１
時
〜
３
時

１２

　

や
す
ら
ぎ
館
（
瀬
棚
区
）

・　

月
４
日
昭
午
後
１
時
〜
３
時

１２

　

町
民
セ
ン
タ
ー
（
大
成
区
）

●
相
談
員
／
人
権
擁
護
委
員
、

法
務
局
職
員

問
合
せ　

役
場
総
務
課
総
務
係

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
1
1
1

１２月は道税の納税推進強調月間として、滞納整理を実施します〜納税にご協力くだざい〜
■夜間納税窓口／１２月11日（木）午後８時まで　■場所／支庁税務課
■問い合わせ先／檜山支庁税務課納税係 殺0139-52-6473
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戸籍の窓口
（１０月１日〜１０月３１日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または

ご家族の了解を得ています。

人口と世帯

１０月末現在（前月比）

（−３３）10,２２０人人 口

（−１５）4,８２９人男

（−１８）5,３９１人女

（−６）4,６４３世帯世 帯

お誕生おめでとう 　　　　

○平川　 夢月  ちゃん　（正巳）北檜山
ゆ つ き

○寺分　 涼真  く  ん　（忠昭）上　浦
りょうま

○星野　 蓮斗  く  ん　（晃彦）長　磯
れ ん と

ご結婚おめでとう　　 　　

　名取　雅仁 さん　本町１区

　近藤　由美 さん　二俣

おくやみ申し上げます 　　

○逢見　光夫 さん　（５１歳）北檜山

○人見　幸雄 さん　（６１歳）北檜山

○若松仁三郎 さん　（８５歳）若　松

○横山　フミ さん　（８７歳）東丹羽

○両坂　清一 さん　（８６歳）　  栄

○宗像　スヱ さん　（８９歳）西丹羽

○宮腰ヒデノ さん　（９１歳）兜　野

○石岡　正義 さん　（８１歳）本町4区

○佐藤　安雄 さん　（９５歳）三本杉

○鶴尾うめの さん　（91歳）宮　野

○濱口　正三 さん　（86歳）宮　野

○久保　みゑ さん　（87歳）宮　野

○井村タエノ さん　（85歳）本　陣

灼

試験場所受付期間試験日受験資格･年齢種類

陸上自衛隊
函館駐屯地

１２月８日譲〜
１月９日埴

１月１８日蒸

１８歳以上
２７歳未満の男子
（平成２１年４月１日

現在）

２等
陸・海・
空士

防衛省は、平成２１年度採用になる学制の採用試験を次の通り行います。

ふれあい
プラザ

法案成立以降
に受け付け時
期をお知らせ
します。
〜
平成２１年１月
６日醸

平成２１年１月
１０日飾（予定）

１５歳以上１７歳未満
の男子で中学校卒
業（来春卒業予定者
を含む）（予定）

陸上自衛
隊高等工
科学校（仮
称）生徒

 平成20年度　自衛官募集案内

■問い合わせ先
　自衛隊函館地方協力本部今金地域事務所　殺0137-82-0258

　詳しい説明及び受験手続き（志願書類）の請求は、自衛隊函館地
方協力本部今金地域事務所までご連絡ください。

年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

■問い合わせ先／函館社会保険事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/尾野] 殺 0137-84-5111（内線１１３7）
・瀬棚総合支所総務税務課戸籍年金係 [担当/竹内] 殺 0137-87-3311（内線3115）
・大成総合支所町民福祉課戸籍年金係 [担当/栄田] 殺 01398-4-5511（内線２１５８）

国民年金保険料は、退職（失業）等に
よる特例免除があります。

　国民年金には、経済的な理由等で保険
料を納めることが困難な場合には、本
人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定
額以下の方が申請することで、保険料の
納付が免除される「保険料免除制度」が
あります。
　ただし、失業・倒産・事業の廃止・天災などが原因で所得が無
くなったことにより、国民年金保険料が納付できない方は、その
事実が確認できる公的期間の証明書等の写しを添付していただく
と、その方の前年所得は審査対象外となりますので、特例免除を
受けることができます。

※免除を申請する日の属する年度またはその前年度に失業（離職）
された方が対象です。免除の該当となるのは平成２０年度分（平成
２０年７月〜平成２１年６月です）
※配偶者・世帯主が退職（失業）された場合にも対象となります。
※配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認
められない場合もあります。

＜手続きに必要なもの＞
①年金手帳または基礎年金番号のわかるもの（納付書等）
②認め印　　
③失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
 （雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票など）　　

世帯主の
前年所得

配偶者の
前年所得

申請者(本人)の
前年所得

所得審査あり所得審査あり所得審査あり一般の免除申請

所得審査あり所得審査あり所得審査なし
申請者(本人)が失業
したことによる
特例申請

工業統計調査を実施します〜皆さまのご理解とご協力をお願いします〜
■調査期日／平成２０年１２月３１日（１２月から来年１月にかけて調査員がお伺いします）
■問い合わせ先／せたな町政策調整課広報統計係　殺0137-84-5111


